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地域包括支援センターとは？

　地域包括支援センターは、平成 18 年に設立され、10 年が経過しました。難しい名称からか、

地域包括支援センターと言っても「どこにあるの？何をするところ？」とあまり浸透していないのが現状です。

　地域包括支援センターは、主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士の３職種が、それぞれの関係機関、また

住民の方 と々連携を取りながら高齢者の支援を行っています。

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

 

 

 

 

   

 
 

 

 

  

 地域包括支援センター

主任ケアマネジャー

保健師 社会福祉士

行方市に住む高齢者

地域住民

消　防

警　察
社会福祉協議会 医療機関

介護サービス事業者

ケアマネジャー

民生委員

　「親が認知症の疑いがあるがどうしたらよいか」、「介護保険サービスを利用したいがどうしかたらよいか

分からない」、「自分が認知症になった時に財産の管理をどうしたらよいか」など高齢者に関してさまざま

な相談に応じています。

　どんなささいなことでも良いので、お気軽にご相談ください。少しでも皆さんのお役に立てればと考え

ています。

【相談・お問い合わせ】

　地域包括支援センター（玉造保健センター内）

　　住所：玉造甲 478-1

　　時間：午前８時 30 分～午後５時 15 分（月曜日～金曜日）

　　☎０２９９－５５－０１１４

■また、お近くの相談機関として、地域包括支援センターの他にも高齢者の相談窓口があります。

【麻生地区】　高齢者相談センター　朝霞荘　　　☎０２９９－７２－１６１０

　　　　　　高齢者相談センター　あそうの郷　☎０２９９－７３－０３１１

【玉造地区】　高齢者相談センター　玉寿荘　　　☎０２９９－５５－３６３６

【北浦地区】　高齢者相談センター　きたうら　　☎０２９１－３５－３０８０

困ったことや心配なことなどありましたら、地域包括支援センターや高齢者相談センターをご活用ください！
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曽内科
ベイシア

地域包括支援センター

玉造庁舎
Ｒ355

Ｒ354
至土浦

至潮来

至鉾田

場所


